
 

 

 

 

 
 
 
１．開催年月日 

令和４年３月２５日（金） 午前１０時００分～正午 

 

２．開催場所 

  大東市教育委員会会議室 

 

３．出席者（５名） 

・教育長          水野 達朗 

・教育長職務代理者     太田 忠雄 

・教育委員         田中 佐知子 

・教育委員         齊藤 めぐみ 

・教育委員         中野 健一郎（オンラインによる出席） 

 

４．出席説明員（１２名） 

・教育総務部長                     北田 吉彦 

・学校教育政策部長                   伊東 敬太 

・産業・文化部総括次長兼生涯学習課長          田川 愛実 

・教育総務部総括次長兼家庭・地域教育課長        佐々木 由美 

・学校教育政策部総括次長兼企画・教職員課長       新井 雅也 

・教育総務部次長兼学校管理課長             芦田 雄一 

・教育総務部教育総務課長                杉谷 明子 

・教育総務部教育総務課参事兼野崎青少年教育センター所長 前島 康浩 

・教育総務部教育総務課参事兼北条青少年教育センター所長 向井 孝志 

・学校教育政策部指導・人権教育課長           村島 正浩 

・学校教育政策部教育研究所長兼課長           花澤 秀之 

・学校教育政策部 ICT 教育戦略課長            川阪 栄介 

・教育総務部教育総務課長補佐              岡田 健嗣 

 

５．傍聴者  １名 

 

 

 

 

 

 

令和４年  大東市教育委員会 

３月 定 例 会 会 議 録 



６．議事日程 

 

 

日 程 第 １  会議録署名委員の指名について 

 

日 程 第 ２   教委議案第６号 

令和４年度大東市教育委員会事務局職員人事について 

 

日 程 第 ３   教委議案第７号 

大東市教育財産管理規則の制定について 

 

日 程 第 ４   教委議案第８号 

令和４年度大東市奨学生の選定について 

 

日 程 第 ５   教委議案第９号 

大東市就学援助規則の一部を改正する規則について 

 

日 程 第 ６   教委議案第１０号 

大東市人権教育基本方針の一部改訂について 

 

日 程 第 ７   教委議案第１１号 

大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規 

則について 

 

日 程 第 ８   教委議案第１２号 

学校（園）におけるパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメン

ト、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止及び対応に関

するガイドラインの改正について 

 

日 程 第 ９   教委議案第１３号 

令和４年度大東市公立学校園に対する指示事項について 

 

日 程 第 １０  教委議案第１４号 

令和４年度中学生チャレンジテストへの参加について 

 

日 程 第 １１ 教委議案第１５号 

令和４年度社会教育に関する施策の重点目標について 

  



日 程 第 １２ 教委議案第１６号 

令和４年度大東市社会教育委員の委嘱について 

 

日 程 第 １３ 一般業務報告        

            

          

            

            

      

  



７．議案書 

 



 



 



 



 
 

 

 



 
 



 

 

 



 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 
 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 



 
 



 
 

 

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

 



 



 



８．一般業務報告 

 

１．大東市新型コロナウイルス対策給付金プロジェクトチーム設置要綱を廃止する要綱に 

ついて 

 

２．大東市教育大綱実施計画に係る令和３年度取組状況について 

 

３．令和４年度の主な取組予定（教育大綱実施計画関係）について 

 

４．大東市立放課後児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

５．家庭・地域教育課所管施設における指定管理者の更新手続について 

 

６．大東市学校給食費に関する規則の一部を改正する規則について 

 

７．大東市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する要綱について 

 

８．新型コロナウイルス感染症にかかる学校園における活動及び対応について 

 

９．プログラミング教育に関する協定の締結について 

 

１０．生涯学習課所管施設における指定管理者の更新手続きについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．会議録 

 

水野教育長 

 

 

北田部長 

 

 

水野教育長 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

 

 

水野教育長 

 

水野教育長 

 

 

 

 

田川総括次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、３月の教育委員会定例会を開催いたします。 

傍聴にお越しの皆様ご参加ありがとうございます。 

それでは、本日の出席状況について報告をよろしくお願いします。 

本日の出席者は教育長及び教育委員４名、合計５名でございます。 

なお、本日は所管部署でございます生涯学習課より議案説明等のために出

席いただいております。 

それでは議事に入ります。日程第１「会議録署名委員の指名について」で

ございますが、本日の署名委員は、田中委員によろしくお願いいたします。 

次に、日程第２ 教委議案第６号「令和４年度大東市教育委員会事務局職

員人事について」について、人事案件のため、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１４条第７項ただし書きの規定により非公開にしたいと考え

ますが、賛成の委員は挙手をお願いします。 

【挙手全員】 

それでは、本議案は非公開とし、教育長室に移動して別途審議することと

いたします。 

【別室にて審議】 

この案件につきまして、賛成の委員の挙手を求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、順番が前後しますが、生涯学習課所管の議案等について審議等を行

いたいと思います。 

日程第１１ 教委議案第１５号 令和４年度社会教育に関する施策の重点

目標について、提案理由の説明をお願いいたします。 

教委議案第１５号「令和４年度社会教育に関する施策の重点目標について」

の提案理由をご説明いたします。 

議案書表紙をめくっていただき、１ページ目をお願いいたします。 

産業・文化部 生涯学習課・スポーツ振興課では、「大東市教育委員会の

権限に属する事務の補助執行に関する規則」に基づき、「社会教育に関する

施策」の企画・立案・推進を補助執行しております。そのため、社会教育に

関する施策の重点目標について、議案を上程させていただくものでございま

す。 

令和４年度重点目標としましては、前年度に引き続き、「１．社会教育施

設の活用」、「２．社会教育団体等との連携」、「３．人権尊重のまちづく

りの取り組み」の３項目を掲げております。各項目の具体的な取り組みにつ

きましては、次の２ページをお願いいたします。前年度との変更点を中心に

ご説明いたします。 

「１．社会教育施設の活用」でございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「④ 社会教育施設をはじめ、子育て支援施設等の他の施設との事業連携を

進めることで新たな利用者層を開拓し、生涯学習の裾野の拡大を図る。」と

しております。 

これは、従来からキッズプラザや放課後児童クラブとの連携事業を実施し

ておりますが、社会教育施設の利用者に高齢者層が多くを占める中、子育て

世代や青少年にも広く利用していただくために他の施設や機関との連携が有

効であると考えております。令和３年度は、消防署や地域包括支援センター

との連携事業を行いましたが、令和４年度も引き続き連携を進めてまいりま

す。 

次に、「⑦本市の歴史を学ぶことは、市民の郷土愛やシビックプライドの

醸成にも効果を発揮することから、国史跡飯盛城跡や市史跡平野屋新田会所

跡について広く市民に周知し、理解を深めていただくための講座、展示等を

充実させる。」としております。 

令和４年度は、飯盛城跡について、国史跡指定記念および三好長慶生誕500

年記念の講座等を各施設で開催するとともに、三好長慶を主人公とする市史

まんが戦国時代編を発行いたします。これらを通して、大東市域の歴史につ

いて学習する機会を充実させてまいります。 

続いて、⑩では、図書館について、新たな付加価値の研究に取り組むこと

を前年度に引き続き挙げております。図書館については、大東市議会から、

令和３年５月特別議会において、「学校図書館及び市立図書館のさらなる充

実を求める要望書」が出されており、市立図書館について、「より市民が利

用しやすく、多様性に富んだ施設活用を進めること」が求められていること

からも、児童・生徒のサードプレイスとしての役割や多忙な現役世代の利用

促進などの方策の検討を進めてまいります。 

その下の⑪に、「学校と連携した電子図書館の利用促進方法についての検

討」を挙げております。令和４年度には、学校、ＩＣＴ教育戦略課、教育研

究所と連携し、全児童・生徒に電子図書館利用者ＩＤを付与し、児童・生徒

の読書活動や調べ学習への活用について検討を進めます。 

続きまして、３ページに移りまして、「２．社会教育団体との連携」でご

ざいます。 

前年度の令和３年度におきましては、令和２年度に引き続き、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響を受け、社会教育団体との共催事業や、団体への委

託事業の多くをやむ無く中止いたしました。オンラインや縮小開催で実施で

きたイベントもありますが、「市民文化祭」や、市こども会育成連絡協議会

（市こ連）の「ソフトボール大会・駅伝大会・スーパードッジボール大会」

などが中止となりました。 

このように従来の団体活動が難しくなる中、市としては、他自治体の事例

研究も行いながら、各団体が社会教育活動を継続・発展させていけるように

適切な助言や支援を行ってまいります。 

最下段の⑫で、ｅスポーツに係る項目を新たに追加しております。 

ｅスポーツは、令和４年度より、「大東ｅスポーツチャレンジ大会」を開催

するなど事業を本格的にスタートします。民間が先行している分野ですが、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 
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田川総括次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

 

 

行政の事業としては、青少年の健全育成や高齢者の健康維持、世代間交流な

どを図る内容であり、社会教育団体等との連携により、より効果的な事業と

なるように取り組んでまいります。 

最後に、４ページ目の「３．人権尊重のまちづくりの取り組み」でござい

ます。大きな変更点はございませんが、①では引き続き、社会教育活動等を

行う関係団体における人権問題研修の充実に取り組み、②では職員および施

設を運営する指定管理者スタッフが様々な機会を活用して人権意識の向上に

努め、社会教育活動の中で実践し、人権尊重のまちづくりにつなげてまいり

たいと考えております。 

また、⑥で挙げております「日本語読み書き講座」については、生涯学習セ

ンターアクロスで実施しており、毎年度、大阪府教育庁地域教育振興課と連

携し、北河内ブロック全域の識字・日本語教室の学習支援者を対象としたス

キルアップ講座を開催するなど、積極的な取り組みを行っており、令和４年

度以降も在住外国人の日常生活支援として取り組んでまいります。 

以上で、簡単ではございますが、令和４年度「社会教育に関する施策の重

点目標」のご説明を終わらせていただきます。 

 よろしくご審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願いしま

す。 

無いようでしたら、この案件に関しまして、承認の委員の挙手を求めま

す。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

続きまして、日程第１２ 教委議案第１６号 令和４年度大東市社会教育

委員の委嘱について、提案理由の説明をお願いいたします 

教委議案第１６号「令和４年度大東市社会教育委員の委嘱について」の提

案理由をご説明いたします。 

社会教育委員は、「社会教育法」第１５条第２項の規定により、教育委員

会が委嘱することとされており、その職務は、同法第１７条において、社会

教育に関し教育委員会に助言するため、社会教育に関する諸計画を立案する

ことなどが規定されております。 

また、委員の任期は、「大東市社会教育委員に関する条例」第３条の規定

により、１年と定められ、本年３月３１日に任期が満了するため、このたび

令和４年度の委員の委嘱について、ご提案するものでございます。 

議案書の８名の候補者は、各団体からご推薦をいただいており、名簿の備

考欄に記載のとおり、再任が６名、新任が２名でございます。 

なお、大東市公立中学校長会につきましては、新年度の体制が決定しまし

てから、お名前を挙げていただくものでございます。 

以上、よろしくご審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお

願いします。 

無いようでしたら、この案件に関しまして、承認の委員の挙手を求めま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

 

 

 

 

芦田次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第１２一般業務報告 １０番、生涯学習課所管施設における指

定管理者の更新手続きについて、報告をお願いします。 

 

・・・・・日程第１２ 一般業務報告につき要点のみを記載・・・・・ 

 

⑩生涯学習課所管施設における指定管理者の更新手続きについて 

⇒図書館及び生涯学習ルームまなび南郷が令和４年度末に５年間の指定期

間が満了するため、令和４年度に指定管理者の更新手続きを行うことの報

告。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

それでは、生涯学習課所管に関係する議案等はすべて終わりましたので、

議事の順番を議事日程順に戻させていただきます。 

生涯学習課の職員は退席いただいて結構です。ありがとうございました。 

それでは、日程第３ 教委議案第７号 大東市教育財産管理規則の制定に

ついて、提案理由の説明をお願いいたします。 

大東市教育財産管理規則の制定につきまして、ご承認を賜りたく、ご説明

いたします。 

本市が所有する様々な財産については、「公有財産」と呼ばれますが、こ

の公有財産は「行政財産」と「普通財産」に分類されます。このうち、行政

財産と定義されますのは、公用又は公共用に供する財産をいい、主には市庁

舎などの建物や道路、公園なども行政財産に該当します。 

これら行政財産の大部分は、市長が権限を有し、その管理等の取扱いは、

普通財産も含めて、「大東市公有財産管理規則」という行政規則によって、

財産の取得、管理及び処分について規定し、事務手続きを運用しているとこ

ろです。 

一方、本市が設置している公立学校や教育施設についても、「行政財産」

に該当いたしますが、市長と教育委員会は執行機関が違うため、厳密に言い

ますと、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第２号に規定さ

れる「教育財産」に該当し、教育委員会が管理権限を有しております。 

これまで、本市の教育財産については、市長が管理権限を有する行政財産

における管理規定と同じ取り扱いを行うべく、大東市公有財産管理規則の規

定に準じて、教育財産の管理事務及び使用許可等の手続きを行ってきたとこ

ろです。 

一方で、教育財産の管理事務及び使用許可等の手続きについて明確な根拠

規定に依らず、その所管事務を執行することについては、事務体系が分かり

にくいとの指摘を受けており、より適正な事務執行を図る上での課題となっ

ておりました。 
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この課題について改善を図るべく、教育財産の管理及び手続き等に係る取

扱いについて明確化を図り、事務の透明性を向上させるため、本規則を新た

に制定するものです。 

説明は以上でございます。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお

願いします。 

無いようでしたら、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めま

す。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第４ 教委議案第８号 令和４年度大東市奨学生の選定につい

て、提案理由の説明をお願いいたします。 

議案第８号 令和４年度大東市奨学生の選定につきまして、ご説明申し上

げます。 

大東市奨学貸付条例（平成２年条例第１３号）第３条の規定により、申請

があった者について、同条例第４条の規定により、本案を提出するものでご

ざいます。なお、配布させていただいた資料につきましては、個人情報保護

の観点より、氏名、住所等個人を特定できる情報につきましては、一部表記

を控えさせていただいておりますので、ご了承願います。 

資料「令和４年度 大東市奨学生申請者名簿」のとおり、令和４年度大東

市奨学生申請者は、大学につきまして、３名の申請がございました。なお、

高等学校・専修学校等につきましては、今年度の申請はございませんでし

た。 

選定基準に従って審査いたしました結果、次ページの資料「令和４年度 

大東市奨学生申請者資格適否表」にございますとおり、申請者３名につきま

して、奨学生としての資格を有しており、且つ令和２年分所得が所得基準額

を下回っていましたので認定としております。 

従いまして、令和４年度大東市奨学生は、次ページの資料「令和４年度 

大東市新奨学生名簿」のとおりの３名となります。 

以上、令和４年度大東市奨学生の選定につきましての説明となります。 

何卒、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお

願いします。 

無いようでしたら、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めま

す。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第５ 教委議案第９号 大東市就学援助規則の一部を改正する

規則について、提案理由の説明をお願いいたします。 

教委議案第９号 大東市就学援助規則の一部改正につきましてご説明いた

します。 

本規則は、経済的な理由で、児童・生徒の就学を妨げることのないよう保
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護者に対する必要な援助を行うために設けたものでございます。 

それでは、今回の改正の主な箇所につきましてご説明させていただきま

す。 

本規則では、第２条で、対象となる児童・生徒の範囲について、大東市立

小学校若しくは中学校に在学する者又は本市に在住し、大阪府立富田林中学

校に在学する者と定めておりますが、令和４年４月に、大阪市から大阪府へ

の移管により、「大阪府立咲くやこの花中学校」及び「大阪府立水都国際中

学校」の２校が開校することに伴い、「大阪府立富田林中学校」を「大阪府

立中学校」といたしました。 

これは、新たに開校される大阪府立中学校も就学援助の対象とし、本制度

の趣旨である、義務教育の円滑な実施を図ることを目的としております。 

以上、大東市就学援助規則の一部改正につきましてご説明となります。な

にとぞよろしくご審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお

願いします。 

それでは、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めます。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第６ 教委議案第１０号 大東市人権教育基本方針の一部改訂

について、提案理由の説明をお願いいたします。 

教委議案第１０号「大東市人権教育基本方針の一部改訂について、提案理

由をご説明させていただきます。 

本市においては、昭和４３年に「大東市同和教育基本方針」、昭和５４年

に「障害教育基本方針」、平成２年に「在日韓国・朝鮮人教育に関する基本

指針」を策定し、学校園において人権教育の推進に努め、平成１３年３月に

「大東市人権教育基本方針」を定めました。その後、子どもを取り巻く社会

の変化に合わせて、平成２５年には、「大東市人権教育基本方針」の中に

「大東市人権教育推進指針」及び「在日外国人教育推進のために」をそれぞ

れ策定しました。「大東市人権教育推進指針」は、人権教育を推進するにあ

たっての基本的な方向や推進方法を示しております。「在日外国人教育推進

のために」につきましては、本市に渡日する外国人児童生徒数が多いこと等

から策定いたしております。 

「大東市人権教育基本方針」につきまして、前回の改訂から９年が経過し

ており、この間様々な人権課題が新たに生起、顕在化したことを受け、この

度「大東市人権教育基本方針」及び「大東市人権教育推進指針」の見直しを

進めてまいりました。見直し内容につきましては、前回改訂時の資料を基に

した参考資料によりご説明させていただきます。今回の見直しでは、大きく

３点の見直しを行っております。 

１点目は参考資料４ページや７ページ、国の動きに合わせて追記、修正を

行っております。 

２点目は１０ページから１４ページにかけて、新たに施行された法の追記

と、１４ページに様々な人権としてまとめて記載していた性的マイノリティ
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を理由とする偏見や差別、インターネット上の人権、感染症に関連する偏見

や差別と、近年特に問題になっている人権課題について、新たに項を起こし

て具体に示しております。 

３点目は全体を通して表記の揺れや細かな修正を行っております。 

これらの改訂について、今後幼稚園及び小中学校に示したうえで、本市に

おける人権教育の取組みの充実に努めてまいりたいと考えております。 

以上が提案理由の説明でございます。何卒よろしくご審議のうえ、ご議決

賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお

願いします。 

無いようでしたら、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めま

す。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第７ 教委議案第１１号 大東市立小学校及び中学校の管理運

営に関する規則の一部を改正する規則について、提案理由の説明をお願いい

たします。 

教委議案第１１号、「大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

の一部を改正する規則」につきまして、教育委員会の議決を求めるものでご

ざいます。提案理由といたしましては、本市教育委員会では、「開かれた学

校」から保護者や地域住民等による学校運営への参画、支援及び協力をさら

に促進し、地域の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校づくり」へ

と転換するため、これまでの『学校協議会制度』を廃止し、令和４年４月１

日より全中学校区へ『学校運営協議会制度』を導入することとなることか

ら、学校協議会の削除に伴う本市関連規則の所要の改正を行うものです。 

資料  枚目にございます新旧対象表をご覧ください。改正箇所は（学校協

議会）第３条の５のみ削除となります。 

以上、大東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正す

る規則について、提案をさせていただきました。 

何卒、よろしくご審議の上、ご議決たまわりますようお願い申し上げま

す。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお

願いします。 

無いようでしたら、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めま

す。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第８ 教委議案第１２号 学校（園）におけるパワー・ハラス

メント、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハ

ラスメントの防止及び対応に関するガイドラインの改正について、提案理由

の説明をお願いいたします。 

教委議案第１２号『学校（園）におけるパワー・ハラスメント、セクシュ
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アル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止

及び対応に関するガイドラインの改正』について、教育委員会の議決を求め

るものでございます。 

提案理由といたしまして、大阪府教育委員会において、職場におけるハラ

スメントの防止及び対応に関する指針が改正されたことを受け、本市でも、

標記ハラスメントの防止および対応に関するガイドラインについて見直しを

行い、本市教職員がその利益の保護及びその能力をさらに発揮することがで

きる職場環境づくりが円滑に進めるためにこのガイドラインを制定するとこ

ろであります。 

 また、施行年月日については、令和４年４月１日を予定しております。 

 なお、内容につきまして、修正箇所等については、各ガイドラインごとに

新旧対象表にてお示しさせていただいております。 

 以上、『学校（園）におけるパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラ

スメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止及び対応に

関するガイドラインの改正』について、提案をさせていただきます。何卒、

ご審議のうえ、ご議決たまわりますようよろしくお願いいたします。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお

願いします。 

ガイドラインは出すだけではなく実効性のあるものにしてください。 

それでは、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めます。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第９ 教委議案第１３号 令和４年度大東市立公立学校園に対

する指示事項について、提案理由の説明をお願いいたします。 

教委議案第１３号「令和４年度大東市立公立学校園に対する指示事項につ

いて」説明をさせていただきます。 

本指示事項は、大阪府教育委員会からの「市町村教育委員会に対する指

導・助言事項」の内容を踏まえ、本市における学校教育の状況や課題、市と

してめざすところ、また市独自の取組み等を盛り込み、本市学校園の活性化

と充実を図るため、令和４年度、各学校園において重点的に取り組むべき事

項について指示するものです。 

それでは、まず、前文をご覧ください。令和４年度「学校教育の重点」と

しては、令和３年度に引き続き、「豊かな学びのための学校力の向上」とし

ております。 

令和３年度は、前年度から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、

学校園のあらゆる学習活動・行事等の場面において、感染症対策を講じた上

での教育活動を余儀なくされ、その状況下において、学習・授業の形態や、

登校園ができない児童生徒の学びの保障など、改めて確かめなければならな

い課題も見えてまいりました。 

小中学校においては、児童生徒一人ひとりに一台ずつのタブレットＰＣが

配付され、「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けた歩みが本格的にスター

トをしました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、令和３年度は、新学習指導要領が中学校においても全面実施とな

り、その中で「学び合う」授業・保育づくりを柱とした『だいとう教育ビジ

ョン２０１９』を基に、より実践的な内容となる『だいとう教育ビジョン２

０２２』を策定しました。 

学力向上や人間関係づくり、規範意識のより一層の醸成、生徒指導上の課

題解決のため、総合的に「学校力」を高め、知・徳・体の調和のとれた力を

育成すべく、すべての子どもたちが生き生きと学ぶことのできる学校園をめ

ざし、そのためには、市内校園の優れた実践を継続・発展させるとともに、

全教職員が一致して、学校園全体で組織的な取組みを推進することが不可欠

であり、学校教育が長年にわたり積み重ねてきた専門性「不易」を確かに継

承しつつ、学校教育に求められている新たな風「流行」を的確に把握し、教

職員自らが『教育は人なり』の矜持（きょうじ）と使命感を持って資質・能

力の向上に努めながら、教育活動を展開していかなければなりません。 

校園長のリーダーシップのもと、気持ちのそろった教職員集団を形成し、

それぞれが持つ「学校力」をさらに高め、子どもたちの豊かな学びへとつな

がる教育活動のさらなる推進に努めることを指示しております。 

次に、１ページ以降に記載しております個別の重点事項の前に、特別重点

事項として、新型コロナウイルス感染症に係る対応について示しておりま

す。（ア）子どもの安心・安全の確保について（イ）学びの保障について

（ウ）人権尊重の教育の推進について（エ）教職員の負担軽減について、そ

れぞれの項目に記載している内容に十分に留意の上、教育活動を展開してい

く必要があることを示しております。 

続きまして、１ページ以降、具体的な内容につきましては、今年度と同じ

く３つの柱立てで構成しております。下線部分が変更点となっておりますの

で、主な変更・追加箇所についてご説明をさせて頂きます。 

１ページから２ページをご覧ください。 

１．学校園の組織力・運営力の充実と教職員の資質の向上において【重点

指示事項】（１）の② 地域とともにある学校園づくりの推進として、中学

校区ごとに、学校運営協議会を設置し、地域とともにある学校園運営体制の

充実を図り、学校園が行う教育活動等において、保護者や地域が主体的に参

画できるように推進していくことと記載しております。 

（２）の②計画的な人材育成の推進として、社会の変化に対応できる、学

び続ける教職員を組織的・継続的に育成するに努めることについて記載して

おります。 

２ページ下段～３ページにかけまして（１）①豊かな心を育む道徳教育の

充実において、指導にあたる際、児童・生徒が道徳的価値を自分事とし、多

面的・多角的に考えたり、議論したりすることにより、自己や人間としての

生き方について深める学習を行うよう指導することと記載しております。 

また、②人権教育の推進において、様々な人権問題の解決をめざした教育

を推進する際には、ＳＮＳ等インターネット上の差別等が生起していること

にも留意することとしております 

４ページ～５ページにかけましては、（２）①今般のコロナ禍において、
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「子どもたちの生命・身体を守る取組み」を行う際、ＳＣやＳＳＷ等との連

携による相談体制の充実を図ることについて、また、③いじめ問題への早期

発見・早期対応・未然防止の取組みについては、これまで実施してきた取組

みに加えて、令和４年度、市が実施するハイパーＱＵテストも活用し、さら

なる実態把握に努め、効果ある取組みを進めていくこと、④不登校への対応

および取組の推進については、教育機会確保法の主旨に則り、全ての子ども

が何らかの学びにアクセスできている状態となるよう、日頃から児童・生徒

の状況の把握に努めること、⑤児童虐待の防止に向けてでは、ヤングケアラ

ーについて、教職員の理解を深めるとともに、適切な支援につなげるよう指

導すること等について新たに記載をしております。 

また、⑥危機管理体制の確立と防災教育の充実については、子どもたちが

自らの命を守り抜くための「主体的に行動する態度」を育成する防災ノート

を活用した防災教育を充実すること、水防法及び土砂災害防止法の改正に伴

い、避難確保計画を作成し、訓練実施時には、訓練実施報告書を提出し、改

善に努めることと記載しております。 

６ページ～７ページにかけまして、（１）自ら学び、学び合う力の育成で

は、先の定例会にてご議決をいただきました「大東教育ビジョン２０２２」

を新たに策定したことを踏まえ、ビジョンに示す４つのキーワード「意図す

る・ゆだねる・見取る・つなげる」を意識した学び合う授業づくりを行うこ

と、加えて、全ての教員が一人一台端末の環境を効果的に活用した授業等を

積極的に行うとともに、ＩＣＴ活用指導力の向上に努めることについて記載

しております。 

（２）「ともに学び、ともに育つ教育」のさらなる推進として、医療的ケ

アの必要な児童生徒がその可能性を最大限に発揮し、将来の自立や社会参加

のために必要な力を培うという視点に立ち、共に教育を受けられるよう最大

限に配慮しつつ、適切に支援を行うことについて記載しております。 

最後に、（３）健やかな体を育むために、熱中症予防対策について、これ

までの熱中症対策ガイドラインに加えて、令和３年４月文部科学省から示さ

れた熱中症事故の防止についても参考にしながら、適切に対応するようにと

記載しております。 

以上、主な変更、追加箇所を中心に説明をさせていただきました。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお

願いします。 

それでは、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めます。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第１０ 教委議案第１４号 令和４年度中学生チャレンジテス

トへの参加について、提案理由の説明をお願いいたします。 

教委議案第１４号「令和４年度中学生チャレンジテストへの参加につい

て」説明をさせていただきます。令和４年度 中学生チャレンジテストへの

参加について、教育委員会の議決を求めるものでございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

 

田中委員 
 

花澤課長 

 

水野教育長 
 

水野教育長 

 

提案理由といたしましては、資料４枚目 令和４年度中学生チャレンジテ

スト実施要領１目的（２）に市町村教育委員会や学校が、府内全体の状況と

の関係において、生徒の課題改善に向けた教育施策及び教育の成果と課題を

検証し、その改善を図るとともに、そのような取組みを通じて、学力向上の

ためのPDCAサイクルを確立するとあります。本市においても本テストに参加

することで、本市の教育の成果と課題を検証する機会とするとともに、学力

向上の取組みの改善を図るために継続して参加することを事務局としては提

案させてきます。 

今後、各中学校及び事務局が、学力向上の取組みの検証と改善に生かすと

いう趣旨のもと、令和４年度ならびにそれ以降も継続して中学生チャレンジ

テストへの参加することについて何卒宜しくご審議の上、ご議決を賜ります

よう、お願いいたします。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございましたらお

願いします。 

ご提案のテスト以外に、年間を通じてどのようなテストを行うのか説明し

ていただけますか。 

 ４月に市独自の到達度確認のためのテストと全国学力・学習状況調査、小

学生すくすくウォッチ。９月と１月に中学生のチャレンジテストがございま

す。 

それでは、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めます。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

 

・・・・・日程第１３ 一般業務報告につき要点のみを記載・・・・・ 

① 大東市新型コロナウイルス対策給付金プロジェクトチーム設置要綱を廃

止する要綱について 

⇒大東市新型コロナウイルス対策給付金事業が完了したことに伴う補助執行

の解除について協議を行い、設置要綱を廃止するもの。 

 

② 大東市教育大綱実施計画に係る令和３年度取組状況について 

⇒「学力の向上」「安全安心な教育環境の推進」「開かれた魅力ある学校づく

り」「徹底的家庭応援」の４つの重点項目を元に説明 

 

③ 令和４年度の主な取組予定（教育大綱実施計画関係）について 

⇒「学力向上推進事業」「教育研究推進事業」「学校支援事業」「言語活動推

進事業」「地域とともにある学校づくり事業」「英語教育推進事業」「不登校

支援・相談事業」「特別支援教育充実事業」「GIGAスクール推進事業」「ICT活

用教育推進事業」「家庭教育支援事業」「小中学校の維持管理保健経費」「小

中学校の給食運営経費」等の概要について説明 

 

④ 大東市立放課後児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則について 

⇒泉小放課後児童クラブ第３を追加 

 

⑤ 家庭・地域教育課所管施設における指定管理者の更新手続きについて 



 令和４年４月１９日 
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⇒放課後児童クラブについて、令和４年度末で指定管理が満了するため、新

たに４期目の指定管理者の選定を行うもの 

 

⑥ 大東市学校給食費に関する規則の一部を改正する規則について 

⇒給食費に関する減免事由の改正 

 

⑦ 大東市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する要綱について 

⇒就学援助制度による入学準備金の支給を受けたことがある者に対しては、

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費を支給しない旨を規定したもの 

 

⑧ 新型コロナウイルス感染症にかかる学校園における活動及び対応につい

て 

⇒新年度に向けた感染症対策と学校教育活動の両立について説明 

 

⑨ プログラミング教育に関する協定の締結について 

⇒締結した協定内容についての説明 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

各教育委員から意見等について 

・学校でのいじめの問題について。 

・コロナ禍における運動学習について。 

・英語学習の期待と効果について。 

 

以上で本日の議事は全て終了となりました。 

 以上をもちまして、３月の教育委員会定例会を終了いたします。 

 


